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市
で
は
小
・
中
学
校
で
か
か
る

費
用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま

す
。

　

援
助
を
行
う

の
は
学
用
品
費

・
給
食
費
・
校

外
活
動
費
・
修
学
旅
行
費
な
ど

で
、
援
助
の
対
象
と
な
る
方
は
、

市
内
在
住
で
町
田
市
立
小
・
中
学

校
に
在
籍
す
る
児
童
・
生
徒
の
保

護
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
で
す
。

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
世
帯
全
員
の
平
成　

年
中
の
総

１９

所
得
の
合
計
が
一
定
基
準
額
を
超

え
な
い
方

　

基
準
額
と
は
、
例
え
ば
本
人
・

配
偶
者
・
子
ど
も
２
人
の
４
人
家

族
で
借
家
の
場
合
、
年
間
の
総
所

得
が
約
３
３
０
万
円
以
下
、
同
様

の
家
族
構
成
で
持
家
の
場
合
、
年

間
の
総
所
得
が
約
２
４
６
万
円
以

下
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
の
金

額
は
大
体
の
目
安
で
、
年
齢
・
家

族
構
成
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

（
総
所
得
と
は
年
間
収
入
か
ら
必

要
経
費
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額

を
い
い
ま
す
）
。

　

詳
し
く
は
、
学
校
か
ら
配
布
さ

れ
る
「
学
校
で
か
か
る
費
用
の
援

助
が
受
け
ら
れ
る
お
知
ら
せ
〜
就

学
援
助
費
〜
」
を
ご
覧
下
さ
い
。

　

手
続
き
は
４
月　

日
ま
で
に
各

３０

学
校
ま
た
は
学
務
課
で
行
っ
て
下

さ
い
。

※
５
月
以
降
も
申
請
で
き
ま
す

が
、
認
定
月
が
変
わ
り
ま
す
。

□問
 

学
務
課
11
７
２
４
・
２
１
７
６

就

学

援

助

費

学
校
で
か
か
る
費
用
の
一
部
を
援

助
し
ま
す

要
介
護
認
定

調
査
員
（
嘱
託
）

○
資
格　

①
介
護
支
援
専
門
員
資

格
を
有
し
、
認
定
調
査
等
の
実
績

の
あ
る
方
②
介
護
支
援
専
門
員
実

務
研
修
受
講
試
験
の
受
験
資
格
程

度
の
知
識
と
経
験
を
有
し
、
認
定

調
査
の
実
績
が
あ
る
方

○
採
用
期
間　

５
月
１
日
〜
２
０

０
９
年
３
月　

日
（
勤
務
実
績
に

３１

よ
り
更
新
可
能
）

○
勤
務
日　

月　

日
１６

○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時　

分
１５

○
募
集
人
数　

若
干
名

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。
面
接
日
は
４
月　

日
。

２０

○
申
し
込
み　

電
話
連
絡
の
う

え
、
指
定
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
明
記
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で

４
月　

日
ま
で
（
必
着
）
に
高
齢

１７

者
福
祉
課
（
〒　

－

０
０
１
３
、

１９４

原
町
田
５－

８－

　

、
健
康
福
祉

２４

会
館
分
館
、
11
７
２
１
・
０
９
１

２
）
へ
。

妊
婦
歯
科
健
康
診
査

○
対
象　

妊
娠　

週
〜　

週
の
初

１６

２７

妊
婦

※　

週
を
超
え
た
方
は
健
康
課
に

２７
直
接
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月
２
日
（
金
）
午
後

１
時
〜
２
時　

分
受
付
（
所
要
時

１０

間
約
１
時
間
）

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
歯
科
健
康
診
査
・
歯
科
相

談
、
正
し
い
歯
の
み
が
き
方

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１５

○
申
し
込
み　

電
話
で
町
田
市
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
４
・
５

６
５
６
）
へ
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
１
４

○
対
象　

健
診
日
に　

〜　

歳
の

３０

６５

町
田
市
民
（
年
度
内
に
１
回
受
け

ら
れ
ま
す
）

○
内
容　

問
診
、
虫
歯
・
歯
周
疾

患
の
診
査
、
歯
列
咬
合

・
粘
膜
・
顎
関
節
症
・

口
腔
清
掃
状
態
の
チ
ェ

ッ
ク
、
予
防
指
導

○
費
用　

４
０
０
円

○
申
し
込
み　

協
力
歯
科
医
院
に

直
接
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
ご

持
参
下
さ
い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
病
・
医
院
で
渡
さ
れ
る
受
診
票

で
当
日
、
負
担
・
非
負
担
の
届
け

出
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

成

人

歯

科

健

康

診

査

子

宮

が

ん

（

頸

部

）

検

診

　

町
田
市
医
師
会
の
協
力
で
実
施

す
る
も
の
で
す
。

○
対
象　

町
田
市
民
で
勤
務
先
等

で
検
診
の
機
会
の
な
い
、　

歳
以

２０

上
の
女
性
の
方

○
受
診
期
間　

４
月
〜
２
０
０
９

年
３
月
（
年
度
内
１
回
）

○
受
診
方
法　

健
康
手
帳
（
お
持

ち
で
な
い
方
に
は
病
・
医
院
で
交

付
し
ま
す
）
、
保
険
証
等
を
お
持

ち
に
な
り
、
病
・
医
院
の
一
般
診

療
時
間
内
に
受
診
し
て
下
さ
い
。

※
健
康
課
に
申
し
込
む
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
検
診
日
時
が
決
め
ら
れ
て
い
る

病
・
医
院
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
下
さ
い
。

○
会
場　

町
田
市
医
師
会
加
入
の

実
施
病
・
医
院
（
必
要
な
方
に
は

病
・
医
院
の
一
覧
表
を
送
付
し
ま

す
。
健
康
課
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。
な
お
、
一
覧
表
は
町
田
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
に
な
れ

ま
す
）

※
町
田
市
民
病
院
は
、
一
次
検
診

の
実
施
機
関
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
検
診
内
容　

問
診
、
視
診
、
内

診
、
検
体
採
取
検
査
（
頸
部
）

※
子
宮
筋
腫
等
で
子
宮
手
術
を
受

け
た
方
は
、
細
胞
が
採
取
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
医

師
と
相
談
の
う
え
、
検
診
を
受
け

て
下
さ
い
。

○
費
用　

１
０
０
０
円

○
支
払
方
法　

受
診
す
る
際
に
病

・
医
院
に
現
金
で
お
支
払
い
下
さ

い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
方

○
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

○
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
病
・
医
院
の
窓
口
で
渡
さ
れ
る

受
診
票
で
、
当
日
、
負
担
・
非
負

担
の
届
け
出
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

　

花
粉
な
ど
外
界
の
も
の
が
体
に

入
っ
て
き
た
時
に
、
目
が
か
ゆ
く

な
っ
た
り
鼻
水
が
出
る
な
ど
の
ア

レ
ル
ギ
ー
反
応
が
起
こ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応

で 
蕁  
麻  
疹 
な
ど
に
加
え
て
息
苦
し

じ
ん 

ま 

し
ん

く
な
っ
た
り
血
圧
が
下
が
っ
た
り

す
る
な
ど
の
全
身
反
応
を
起
こ
す

場
合
を
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ

ー
は
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
強
く
起

こ
っ
た
も
の
で
、
蜂
に
刺
さ
れ
た

場
合
や
、
時
に
は
食
べ
物
で
起
こ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

食
べ
物
で
起
こ
る
ア
レ

ル
ギ
ー
は
食
物
ア
レ
ル
ギ

ー
と
呼
ば
れ
、
そ
の
代
表

は
乳
児
期
に
多
い
卵
ア
レ

ル
ギ
ー
で
す
。
こ
れ
に
対

し
て
食
物
依
存
性
運
動
誘

発
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
と

い
う
の
は
、
小
学
生
か
ら

成
人
の
年
代
に
見
ら
れ
る

も
の
で
、
食
べ
物
を
食
べ

た
だ
け
で
は
何
も
ア
レ
ル
ギ
ー
反

応
は
起
こ
し
ま
せ
ん
が
、
食
べ
た

後
に
運
動
を
す
る
と
ア
レ
ル
ギ
ー

反
応
が
出
て
く
る
も
の
で
す
。
起

こ
し
や
す
い
食
品
と
し
て
は
小
麦

や
魚
介
類
で
す
が
、
こ
う
し
た
も

の
を
食
べ
て
２
時
間
く
ら
い
の
間

に
運
動
を
す
る
と
蕁
麻
疹
や

時
に
は
呼
吸
困
難
な
ど
の
症

状
が
出
て
き
ま
す
。
子
ど
も

さ
ん
で
は
給
食
を
食
べ
て
、

午
後
の
体
育
の
時
に
症
状
が

出
た
り
、
大
人
で
は
昼
食
の

後
に
急
い
で
職
場
に
戻
っ
た

り
し
た
時
に
起
こ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
病
気
は
決
ま
っ
た
食

べ
物
と
運
動
が
重
な
っ
た
時
に
必

ず
起
こ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
運
動
の
強
さ
や
時
間
、
そ
の

日
の
体
調
、
一
緒
に
飲
ん
で
い
た

風
邪
薬
の
影
響
な
ど
種
々
の
条
件

が
重
な
っ
た
時
に
起
こ
る
場
合
も

あ
り
、
診
断
が
難
し
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
診
断
が
つ
け

ば
該
当
す
る
食
品
を
食
べ
た
後
に

は
運
動
を
避
け
、
逆
に
運
動
の
予

定
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
食
品
を

食
べ
な
い
こ
と
で
症
状
が
出
る
こ

と
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

症
状
が
軽
い
場
合
に
は
見
逃
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
る
方
は
こ

の
病
名
も
伝
え
て
か
か
り
つ
け
医

に
相
談
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま

す
。
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４
月
１
日
付
で
次
の
と
お
り
市

の
人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
（
部

長
級
、
カ
ッ
コ
内
は
旧
職
）
。

　

政
策
経
営
部
経
営
改
革
室
長

（
建
設
部
長
）
鷲
北
秀
樹
▽
総
務

部
参
事
兼
総
務
課
長
（
市
民
部
市

民
課
長
）
酒
井
和
人
▽
総
務
部
参

事
〔
労
務
担
当
〕
（
健
康
福
祉
部

福
祉
総
務
課
長
）
飯
島
悦
雄
▽
財

務
部
参
事
兼
契
約
課
長
（
企
画
部

参
事
兼
行
政
管
理
課
長
）
小
関
和

三
▽
財
務
部
参
事
兼
管
財
課
長

（
総
務
部
市
政
情
報
課
長
）
石
田

敬
三
▽
市
民
部
長
（
市
民
部
生
活

文
化
担
当
部
長
）
森
和
秋
▽
市
民

部
防
災
安
全
担
当
部
長
（
総
務
部

参
事
〔
防
災
対
策
担
当
〕
兼
防
災

課
長
）
大
貫
武
▽
市
民
部
参
事
兼

堺
市
民
セ
ン
タ
ー
所
長
（
総
務
部

参
事
兼
管
財
課
長
）
吉
原
健
次
郎

▽
市
民
部
参
事
兼
市
民
協
働
推
進

�
�
�
�

課
男
女
平
等
・
消
費
生
活
担
当
課

長
兼
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ー
所

長
兼
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
所
長

（
市
民
部
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ

ー
所
長
兼
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
所

長
）
戸
田
隆
▽
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振

興
部
長
（
生
涯
学
習
部
長
）
荒
木

純
生
▽
い
き
い
き
健
康
部
長
（
健

康
福
祉
部
保
健
介
護
推
進
担
当
部

長
）
倉
田
二
朗
▽
子
ど
も
生
活
部

長
（
市
民
部
長
）
浅
野
正
▽
経
済

観
光
部
長
（
環
境
・
産
業
部
産
業

観
光
課
長
）
尾
留
川
朗
▽
経
済
観

光
部
北
部
丘
陵
担
当
部
長
兼
北
部

丘
陵
整
備
課
長
併
農
業
委
員
会
事

務
局
長
（
企
画
部
秘
書
課
長
）
笠

原
裕
至
▽
環
境
資
源
部
長
（
清
掃

事
業
部
施
設
計
画
担
当
部
長
）
鈴

木
和
夫
▽
環
境
資
源
部
施
設
計
画

担
当
部
長
（
清
掃
事
業
部
清
掃
工

場
長
）
加
藤
貴
一
▽
環
境
資
源
部

参
事
兼
清
掃
事
務
所
長
（
総
務
部

参
事
〔
労
務
担
当
〕
）
久
保
田
実

▽
環
境
資
源
部
付
け
参
事
（
清
掃

事
業
部
参
事
兼
清
掃
事
務
所
長
）

小
瀬
村
利
男
▽
建
設
部
長
（
環
境

・
産
業
部
北
部
丘
陵
担
当
部
長
兼

北
部
丘
陵
整
備
課
長
）
柴
田
英
司

▽
建
設
部
参
事
兼
道
路
用
地
課
長

（
環
境
・
産
業
部
公
園
緑
地
課

長
）
宗
村
博
▽
都
市
づ
く
り
部
長

（
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
長
）

�
橋
豊
▽
都
市
づ
く
り
部
開
発
調

整
担
当
部
長
（
都
市
計
画
部
参
事

兼
建
築
指
導
課
長
）
井
上
正
春
▽

都
市
づ
く
り
部
参
事
兼
区
画
整
理

課
長
（
都
市
計
画
部
区
画
整
理
課

長
）
吉
原
克
▽
上
下
水
道
部
長

（
清
掃
事
業
部
参
事
〔
ご
み
ゼ
ロ

市
民
会
議
担
当
〕
）
鑓
溝
慶
一
▽

上
下
水
道
部
水
道
事
業
担
当
部
長

（
健
康
福
祉
部
参
事
〔
医
療
保
健

担
当
〕
兼
高
齢
者
医
療
課
長
）
河

野
修
▽
上
下
水
道
部
参
事
兼
上
下

水
道
総
務
課
長
（
下
水
道
部
水
再

生
課
長
兼
水
再
生
課
成
瀬
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
所
長
）
浅
野
均
▽
町

田
市
民
病
院
事
務
局
参
与
〔
病
院

経
営
改
革
担
当
〕
（
町
田
市
民
病

院
事
務
局
参
与
兼
経
営
企
画
室
長

兼
企
画
部
参
事
〔
病
院
経
営
改
革

担
当
〕
）
伊
藤
美
明
▽
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
長
（
監
査
事
務
局

長
）
牧
田
惠
次
▽
監
査
事
務
局
長

（
企
画
部
政
策
審
議
室
長
）
堀
江

秀
信
▽
学
校
教
育
部
参
事
兼
教
育

総
務
課
長
（
下
水
道
部
次
長
兼
下

水
道
総
務
課
長
）
田
村
俊
二
▽
生

涯
学
習
部
長
（
環
境
・
産
業
部

長
）
梅
橋
敏
博

　

清
水
喜
久
雄
（
下
水
道
部
長
）

▽
荒
井
昭
治
（
都
市
計
画
部
区
画

整
理
担
当
部
長
）
▽
長
岡
彰
（
市

民
部
参
事
〔
生
活
安
全
担
当
〕
）

▽
寺
内
惠
一
（
子
ど
も
生
活
部

長
）
▽
大
貫
健
次
（
環
境
・
産
業

部
農
業
振
興
担
当
部
長
）
▽
五
十

嵐
隆
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

長
）
▽
畑
久
男
（
都
市
計
画
部

長
）
▽
長
谷
川
榮
司
（
建
設
部
参

事
兼
建
設
総
務
課
長
）
▽
大
野
充

秀
（
税
務
部
参
事
兼
納
税
課
長
）

▽
石
阪
至
孝
（
清
掃
事
業
部
長
）

▽
山
下
久
（
水
道
部
長
兼
業
務
課

長
）
▽
松
本
公
彦
（
税
務
部
参
事

兼
資
産
税
課
長
）
▽
内
田
保
（
企

画
部
参
事
〔
土
地
利
用
調
整
担

当
〕
）

�
�
�（
３
月　

日
付
）
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